




当初契約の時点では、インボイス対応に伴う１０月以降の事務費の率が確定していなかったが、

９月になって事務費の率が確定し、適切な価格で委託を行う必要があるため、原契約の契約期

間を９月末日までに変更する。また、厚生労働省より「シルバー人材センター会員の受け取る配

分金が最低賃金を下回ることとならないよう、地方公共団体が発注する業務について、適正な

価格設定をすることにより、シルバー人材センターの安定的な事業運営を継続させていくこと」

との指針が示されており、これを満たすために今回の事務費の改定が必須である。なお、シル

バー人材センターは、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八

号)第三十七条第一項に基づく公益社団法人であり、市からの補助も受けて事業を行う公共的

団体であるため、営利企業とは性質の異なる団体である。 


